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 事 務 局 長 第３０回浜中町農業委員会総会の開会に先立ち、ご報告申し上げます。 
本日の会議の出席委員は、在任委員１２名のところ１２名の出席であります。よ

って、浜中町農業委員会会議規則第８条の規定により、本日の総会が成立しており

ますことをご報告申し上げます。　　 
それでは、開会にあたり会長よりご挨拶をいただきます。  

 議 長 
 

　皆様おはようございます。今年ももう残すところ一週間になりました。今年一年

を振り返って見ますと、年明け早々から地域計画の開始に伴う準備が始まり、何か

と忙しい年であったような気がします。天候もいつにない高気温が続いたり、干ば

つになったりと例年とは少し違う気候ではありましたが、粗飼料の品質は概ね良好

だったのが救いのような気がいたします。 

私たちの任期もあと半年あまりになりました。残された任期を農業委員として地

域の皆様に貢献をするとともに、農業の発展のために、尽力してくださるようお願

いしたいと思います。 

本日は、報告が１件、議案を７件提案しておりますので、慎重審議をお願いをし

て、開会のあいさつとさせていただきます。 

 日程第３　議事録署名委員の指名を行います。 

本日の会議の議事録署名委員は、浜中町農業委員会会議規則第７０条の規定によ

り、議長において、１番妹尾委員、２番嵯峨委員を指名いたします。 

 　日程第４　会期の決定を議題とします。 

本総会の会期は、本日１日としたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 各 委 員 （異議なしの声） 

 議　　　　長 異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

 

日程第５　会務報告をいたします。事務局より報告させます。 

 事 務 局 長 前回総会から本総会までの間の、会務についてご報告申し上げます。 
１１月２５日～２８日、「令和７年度全国農業委員会会長代表者集会及び令和７年

度農業者年金加入推進セミナー」が東京都で開催され、白川会長が参加しておりま

す。 
釧路地方農業委員会連合会の副会長として、白川会長が参加したものでございま

すが、会長代表者集会では、「持続可能な農業・農村を創る全国運動を推進するため



 の申し合わせ決議」や富山県入善町、長崎県長与町、群馬県明和町のそれぞれの農

業委員会より活動事例報告が行われました。 
また、あわせて北海道選出国会議員への要請行動も行われ、釧路地方農委連で取

りまとめた令和８年度の農業施策と予算に関する要望意見について、伊東代議士、

鈴木宗男代議士、鈴木貴子代議士及び篠田代議士に要請を行ってきたところでござ

います。 
１２月２日、「土地の現況証明願いに係る現地調査」を〇〇〇〇地区で実施し、妹

尾委員、篠原委員、工藤委員、事務局２名で調査を行っております。 
願い出地は〇〇〇〇氏所有地でございますが、詳細については議案第１号で説明

しますので、ご審議をお願いいたします。 
１２月４日、「北海道農業振興地域整備基本方針の変更に係る担当者会議」がＷＥ

Ｂ方式で開催され、支所２階会議室において、私と埓見係長、農林課農業振興係の

布川係長と佐藤主査４名で参加しております。 
１２月８日、「２０２５年度釧路東部地区指導農業士・農業士会総会・研修会」が

茶内コミュニティセンターで開催され、埓見係長が出席しております。 
１２月１０日～１１日、「令和７年第４回浜中町議会定例会」が役場本庁で開催さ

れ、１０日は埓見係長、１１日は私が出席しております。 
一般質問者は３名で、街路樹のＬＥＤ化について、太陽光発電事業について、災

害発生時の避難などについて議論が交わされ、また、町長からは条例改正や補正予

算など１２議案が提案、可決され、２日間の日程を終了しております。 
１２月１５日、〇〇地区、〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏所有地の「農地利用協議」

を〇〇地区会館で開催し、地元農業者６名、農林課職員１名と齋藤委員、事務局２

名が出席しております。 
〇〇さんは現在〇〇〇〇さんに農地を賃貸借しておりますが、来年３月で期限到

来となり、そのタイミングで農地を売買したい、また〇〇〇〇さんについては、〇

〇〇〇さんの農地を相続し、ご自身も高齢のため農地を売買により処分したい旨の

申出を受けております。 
協議の結果、〇〇さん、〇〇さん共に〇〇〇〇へ売買した後、〇〇さん農地につ

いては〇〇さん、〇〇さん農地については〇〇〇〇さんと〇〇〇〇が受け手となる

ことで決定しました。 
また、〇〇さんと〇〇さんについては貸付タイプ、〇〇〇〇については即売りタ

イプで農地を取得することで準備を進めております。 
１２月１６日、〇〇地区　〇〇〇氏所有地の「農地利用協議」を〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇で開催し、地元農業者２名、農協担当者１名、農林課担当者１名と押切

委員、事務局２名が出席しております。 
〇〇さんは現在、農地中間管理事業で〇〇〇〇さんに〇〇年間の賃貸借を行って

おり、今月末で期限を迎えることから、期限到来時のタイミングで農地を売買した

い旨の申出がありました。 



 協議の結果、〇〇さんの農地については〇〇〇〇への売買のあと、〇〇さんが即

売りタイプにより農地を取得することで決定しました。 
１２月１６日～１８日、「令和７年度市町村農業委員会活動強化研修会」及び「令

和７年度全道農業者年金研究会」が札幌市で開催され、１６日の活動強化研修会に

は白川会長、嵯峨職務代理、埓見係長が出席し、１７日の年金研究会には白川会長、

嵯峨職務代理、埓見係長、前田主事と浜中町農業者年金協議会代議員であります茶

内北区の〇〇〇〇さんと姉別の〇〇〇〇さんが出席しております。 
１２月１７日、熊牛地区、〇〇〇氏所有地の「農地利用協議」を〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇で開催し、地元農業者２名、農協担当者１名、農林課担当者２名と百々

委員、事務局１名が出席しております。 
〇〇さんは昨年離農し農地を周辺農家〇名に〇年間の賃貸借を行っておりました

が、農業者特例付加年金を受給する要件として〇〇年以上の賃貸借が必要となり、

一旦解約し〇〇年間で貸付を行う予定で手続を進めていたところ、〇〇〇〇さんよ

り農地返還の申出を受け、次の借受者を探す状態となっておりました。 
また、今月より〇牧場跡地で〇〇〇さんが就農することとなり、農地の借受希望

があり、さらに中間管理事業で〇〇年以上農地を貸し付けると、所有者の固定資産

税が３年間２分の１となることから、〇〇さんの農地については新たな借受者を〇

〇〇さん、貸付先を〇〇〇〇〇〇〇と決めたところでございます。 
１２月２２日、「第４回農政部会」を開催し、農政部会委員５名と白川会長、嵯峨

職務代理、事務局３名が出席しております。 
本総会で提案させていただいております令和８年度の農業委員会予算について協

議を行っております。 
以上、会務報告の説明を終わります。 

 議 長 事務局より報告が終わりました。 

ただ今の会務報告を含め本日の議案関係以外で質問等があればこれを受けます。 

 各 委 員 （なしの声） 

 議 長 ないようなので、これで会務報告を終了します。 

 

日程第６ 報告第１号　農業経営基盤強化促進事業（利用権設定等促進事業）によ

る農用地利用関係調整報告についてを議題とします。提案の理由を事務局より説明

させます。 

 事 務 局 長 報告第１号　農業経営基盤強化促進事業（利用権設定等促進事業）による農用地

利用関係調整報告について、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。 

農業経営基盤強化促進法第１６条では、「農業委員会は、認定農業者又は認定就農



 者から農用地について利用権設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、当該申

出の内容を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権設定等が行われるよ

う農用地の利用関係の調整に努めるものとする。」とされております。 

本案につきましては、利用権設定等促進事業によるあっせんの申出に伴う３件の

調整報告でございますが、整理番号１は、中標津町東〇条南〇丁目〇番地〇、〇〇

〇〇氏より令和〇年〇月〇〇日付けで所有権移転に係るあっせんの申出があったも

のでございます。 

現地調査につきましては〇月〇〇日に農地部会、事務局２名により実施し、土地

の評価を行い、本町が定める標準価格に基づき算定した結果、合計で〇，〇〇〇万

〇，〇〇〇円となりましたが、本案については、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇への

買入協議後、〇〇〇〇氏が一時貸付を受けることで調整が整っております。 

土地の詳細につきましては、議案書２ページ、３ページ及び議案関係資料１ペー

ジに記載しておりますので、ご確認いただきたいと思います。 

また、議案書２ページ、調査対象地の２箇所に分筆予定と記載しておりますが、

この土地については雪解け後の測量、分筆登記後を経てからの買入協議要請となり

ますので、ご了承願います。 

また、測量後は面積が若干変動するものと思われますので、金額についてもいく

らかの変動があることをご了承願いたいと思います。 

次に整理番号２は、釧路市芦野〇丁目〇番〇〇号、〇〇〇〇氏より令和〇年〇月

〇〇日付けで所有権移転に係るあっせんの申出があったものでございます。 

現地調査につきましては令和〇年〇月〇〇日に農地部会、事務局２名により実施

し、土地の評価を行い、本町が定める標準価格に基づき算定した結果、合計で〇，

〇〇〇万〇，〇〇〇円となりましたが、本案については、〇〇〇〇〇〇〇への買入

協議及び即売りタイプにより農地取得することで調整が整っております。 

土地の詳細につきましては、議案書４ページ、５ページ及び議案関係資料２ペー

ジ、３ページに記載しておりますので、ご確認いただきたいと思います。 

また、議案書４ページ、調査対象地の１行目、厚陽〇〇〇番については〇〇〇〇

への買入協議後に〇〇〇〇氏が一時貸付、厚陽〇〇〇番から〇〇〇番までは〇〇〇

〇〇〇〇〇〇が即売りタイプで農地を取得する予定で年明けより手続を進めたいと

思っております。 

次に整理番号３は、姉別〇丁目〇〇番地、〇〇〇氏より令和〇年〇月〇〇日付け

で所有権移転に係るあっせんの申出があったものでございます。 

現地調査につきましては令和〇年〇月〇〇日に農地部会、押切委員、事務局２名

により実施し、土地の評価を行い、本町が定める標準価格に基づき算定した結果、

合計で〇，〇〇〇万〇，〇〇〇円となりましたが、本案については、〇〇〇〇氏が

即売りタイプにより農地を取得することで調整が整っており、本総会議案第５号で

関係する促進計画を提案しております。 

土地の詳細につきましては、議案書６ページ、７ページ及び議案関係資料４ペー



 ジから６ページに記載しておりますので、ご確認いただきたいと思います。　 

以上、調整委員の報告に基づきご報告申し上げるものでございますので、よろし

くご承認くださるようお願いいたします。 

 議 長 　事務局より提案理由の説明が終わりました。 
それでは、これから報告第１号の質疑を行います。 
整理番号１について質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 　質疑なしと認めます。 
次に、整理番号２の質疑を行います。 
質疑ありませんか。質疑なしと認めます。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、整理番号３の質疑を行います。 
質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、報告第１号を採決いたします。お諮りします。 

　整理番号１は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号１は、原案のとおり承認されました。 
次に、整理番号２を採決いたします。お諮りします。 

　本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号２は、原案のとおり承認されました。 
次に、整理番号３を採決いたします。お諮りします。 



 　本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 議 長 　異議なしと認めます。 
よって、整理番号３は、原案のとおり承認されました。 
 
日程第７ 議案第１号　土地の現況証明願についてを議題とします。提案の理由を

事務局より説明させます。 

 事 務 局 長 議案第１号　土地の現況証明願について、提案の理由及びその内容をご説明申し

上げます。 
北海道農地法関係事務処理要領第９の４の（４）の規定では、「農業委員会は、土

地の現況証明願を受理したときは、農業委員３名以上で現地を調査して判断するも

のとし、証明書は必ず総会の審議に付した後に発行すること」とされております。 
本案は、１件の現況証明願でございますが、浜農委７－１２号の願い出人は、川

上郡標茶町の土地家屋調査士　〇〇〇〇氏で、茶内旭〇丁目〇〇番地、〇〇〇〇氏

より委任を受けております。 
願い出地は西円朱別西〇〇線〇〇〇番、外〇〇筆、面積〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡

で、登記地目変更後に売買を目的とした現況地目の確認でございます。現地調査に

つきましては、妹尾委員、篠原委員、工藤委員、事務局２名により１２月２日に実

施し確認をしておりますが、調査の結果、願い出地は、農地・採草放牧地以外であ

るとのご判断をいただいております。 
以上、本案について提案理由の説明を申し上げましたが、詳細につきましては、

前田主事より説明させますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。　

 前 田 主 事 　（詳細説明あるも省略） 

 議 長 事務局より提案理由の説明が終わりました。 
質疑に入る前に、調査に当たった委員の方々から補足があれば、これを受けます。 
調査委員の方々、何かありませんか。 

 各 委 員 　（なしの声） 

 議 長 　特にないようなので、これから議案第１号の質疑を行います。 
浜農委７－１２について質疑ありませんか。 
 
１番妹尾委員。 

 妹 尾 委 員 　〇〇で買い受けてもらえなかった残りの土地なんですが、施設用地等は問題ない



 と思いますが、原野化している土地を将来的に大規模開発などで国営事業で草地に

なる可能性もある土地なので、今後こういう土地も〇〇が買い入れていただけるよ

うに、農業委員会から強く要請していただきたい。今回〇〇が買い取って本人に渡

すことになったが、農業委員会としてどういう考えなのか、また現実的に〇〇〇〇

で農地ではないところも買入れているところもあって、逆に売り渡すときに拒否さ

れて困る、という話もされていました。置いておいても弊害しかないので、〇〇〇

〇が買うなら一括して隣接地の山林も買い取れるように検討してもらわないと困る

のではないか。　 

 議 長 　この件に関しては、先月もお話ありましたが、今後来年に向けて〇〇との協議の

場が事務局サイドで設けられている、その場で申し入れようとしています。全道、

全国的な中での隣接の関係については個別な部分もありまして、一括で〇〇に直接

会長からは申し入れできる場がないので、まずは事務局より協議を進めてもらおう

と思っております。 

 妹 尾 委 員 　事務局は、あくまでも事務局ですから、会長は権限持っているので、事務局では

なく会長が言ってもらわなくては、向こうは相手にしないと思います。 

 議 長 　まずは、〇〇との接触の機会がまだ出てきていないので、今後農委連の中でもこ

のことについて取り組んで行こうとしている段階です。 

 妹 尾 委 員 　よろしくお願いします。基本的考えとして会社対会社で事務局は権限ないので、

そこは会長が率先して、事務局任せではなくやってほしい、よろしくお願いします。 

 議 長 　分かりました。 
 
ほかありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 　質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、浜農委７－１２を採決いたします。お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 　異議なしと認めます。 
よって、浜農委７－１２は、原案のとおり可決されました。 



 　 
日程第８　議案第２号　農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の

確認についてを議題とします。提案の理由を事務局より説明させます。 

 事 務 局 長 　議案第２号　農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確認につい

て、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。 
　農地法第１８条第１項では、「農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、都道府県

知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意による解約をし

てはならない。」とされておりますが、「ただし、合意による解約が、土地を引き渡

すこととなる日より６ヶ月以内前に成立し、その旨が書面において明らかである場

合は、この限りでない。」と第２号において規定されております。 
また、第６項においては「その解約が行われた場合には、農業委員会に通知をし

なければならない。」とされております。 
本案は、３件の届出でございますが、整理番号１は、浜中東二線〇〇〇番地、〇

〇〇〇氏が、〇〇〇氏より賃貸借していた土地の合意解約で、対象地は浜中基線〇

〇〇番〇、ほか〇筆、面積〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡、契約期間は令和〇年〇〇月〇日

から令和〇〇年〇〇月〇〇日までとなっており、この度の解約により令和〇年〇〇

月〇〇日に土地の引き渡しが行われます。 
以下整理番号２、３についても貸付者は同じ〇〇〇氏で契約期間、解約の日につ

いても同様です。 
　整理番号２の借受者は、熊牛西〇線〇〇番地、〇〇〇〇氏、対象地は浜中基線〇

〇〇番、ほか〇〇筆、面積〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡。 
整理番号３の借受者は、熊牛東五線〇〇番地、〇〇〇氏、対象地は浜中基線〇〇

〇番〇、ほか〇筆、面積〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡でございます。 
以上、本案について提案理由の説明を申し上げましたが、詳細につきましては、

農政係長より説明させますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

 農 政 係 長 　（詳細説明あるも省略） 

 議 長 事務局より提案理由の説明が終わりました。 

それでは、これから議案第２号の質疑を行います。 

整理番号１について質疑ありませんか。 

 各 委 員 （質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 

次に、整理番号２の質疑を行います 

質疑ありませんか。 



 
 各 委 員 （質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。　 
次に、整理番号３の質疑を行います 
質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 案 　質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、議案第２号を採決いたします。お諮りします。 
整理番号１は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号１は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号２を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号２は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号３を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号３は、原案のとおり可決されました。 

 
　日程第９　議案第３号　農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とし

ます。提案の理由を事務局より説明させます。 

 事 務 局 長 議案第３号　農地法第３条の規定による許可申請について、提案の理由及びその

内容をご説明申し上げます。 
　農地法第３条第１項では、「農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は



 使用貸借権、賃貸借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定する

場合は、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」とされております。 
本案は、賃貸借による権利の設定１件、使用貸借による権利の設定１件の許可申

請でございますが、整理番号１は、茶内栄〇〇番地、〇〇〇〇〇〇〇〇〇所有地、

対象地は浜中〇線〇〇〇番〇、ほか〇〇筆、面積〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡で、この

土地を熊牛〇線〇〇番地、〇〇〇氏に賃貸借による権利の設定、整理番号２は、茶

内西〇線〇〇〇番地、〇〇〇氏所有地、対象地は茶内西〇線〇〇〇番、ほか〇〇筆、

面積〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡で、この土地を茶内西〇線〇〇〇番地、〇〇〇〇氏

に使用貸借による権利の設定でございます。 
　以上、本案について提案理由の説明を申し上げましたが、詳細については前田主

事より説明させますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 
なお、本届け出については、議案関係資料の調査書のとおり、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしておりますことを申し添えい

たします。 

 前 田 主 事 　（詳細説明あるも省略） 

 議 長 　事務局より提案理由の説明が終わりました。 
　続いて、担当委員より補足説明を受けます。 
　整理番号１について、１２番百々委員お願いします。 

 百 々 委 員 　補足説明いたします。この度、〇〇〇さんが〇牧場の跡地に新規で就農されます。

就農されるまでの２０年間、〇〇さんは酪農ヘルパーに従事されており、酪農経験

豊富です。また、地元熊牛の出身でもありますので地域にもすぐに馴染めると思わ

れますので、許可することには問題ないと考えます。 

 議 長 ありがとうございました。 
次に、整理番号２について、１１番工藤委員お願いします。 

 工 藤 委 員 　整理番号２につきましては、〇〇〇さんが後継者である〇〇さんに使用貸借の更

新による手続きであります。きちっと草地管理もやっており、親子関係の使用貸借

と言うことで問題ないと思います。 

 議 長 　ありがとうございました。 
それでは、議案第３号の質疑を行いますが、本案については、整理番号１で〇〇

番〇〇委員、〇〇番〇〇委員が、浜中町農業委員会会議規則第１０条の規定により、

議事参与の制限に該当いたします。 
議案審議の順番につきましては、整理番号１の質疑、採決を行い、続いて整理番



 号２の審議に入りたいと思います。 
〇〇番〇〇委員、〇〇番〇〇委員につきましては、ここで退席願います。 

 
（〇〇委員、〇〇委員退席） 

 
それでは、これから議案第３号の質疑を行います。 
整理番号１について質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、整理番号１を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 　異議なしと認めます。 
よって、整理番号１は、原案のとおり可決されました。 

 
（〇〇委員、〇〇委員入室） 

 
それでは、これから整理番号２の質疑を行います。 
質疑ありませんか。 
 
１番妹尾委員。 

 妹 尾 委 員 　関係資料２３ページの航空写真見ますと地番〇〇〇の所にＤ型ハウスか何か建物

２棟建っているのですが、転用許可または現況証明されているのですか。 

 事 務 局 　議案書の土地の表示の中で、〇〇〇番の土地の表示については、全面積使用貸借

になっているということなので、これが転用なり現況証明なりで手続きを取ってい

れば、一覧の中の〇〇〇番のような表示になります。この一覧を見る限りでは、〇

〇〇番については手続きは取られていないと思われます。 

 妹 尾 委 員 　これ地元委員さん説明して現況証明ないし、転用で省いてもらうしかないと思い

ます。会長お願いします。 

 議 長 　分かりました。 



 　本人に伝えます。このような所がおそらく出てくるので、都度対応していきたい

と思います。 
　

 事 務 局 　今手続きの話が出ましたが、来月総会に８年度の事業計画を提案しようと考え、

ただいま作成に入っている段階です。係長と相談しておりまして、令和８年度はこ

のような手続きについて重点を置いて、８年度の事業でやっていこうかと話してお

ります。今回気付いたものについては、都度その段階でやっていきますけど、８年

度に集中してその作業を行いたいと考えております。 

 妹 尾 委 員 　分かりました。 

 議 長 　ほかありませんか。 

 各 委 員 （質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、整理番号２を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号２は、原案のとおり可決されました。 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号２は、原案のとおり可決されました。 
 
日程第１０　議案第４号　農地法第６条の規定による農地所有適格法人の定期報

告についてを議題とします。提案の理由を事務局より説明させます。 

 事 務 局 長 　議案第４号　農地法第６条の規定による農地所有適格法人の定期報告について、 
提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。 
　農地法第６条第１項では、「農地若しくは採草放牧地を所有する農地所有適格法

人、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地を耕作又は養畜の事

業に供しているものは、毎年、事業の状況その他省令で定める事項を農業委員会に

報告しなければならない。」とされており、農業委員会はその報告に基づき、農地法

で定める農地所有適格法人としての要件を確認することとされております。 
　確認すべき要件としましては、１点目「形態要件」として、農事組合法人、株式会



 社または持分会社のいずれかに該当しているか、２点目「事業要件」として、法人

の主たる事業が、農業とその農業に関連する事業であり、その売上が全体の５０％

を超えているか、３点目「議決権要件」として、農地提供者、農業常時従事者、農作

業委託者、地方公共団体、農協等の構成員の議決権が、総議決権の２分の１を超え

ているか、４点目「役員要件」として、役員の過半が年間１５０日以上農業に常時

従事する構成員であるかとなっております。 
　本案は１件の報告でございますが、整理番号１は、円朱別西〇線〇〇〇番地〇、

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇　〇〇〇〇〇　〇〇〇〇でございます。 
　いずれも別記様式「農地所有適格法人要件確認書」に記載のとおり、全ての要件

を満たしているものと思われますので、ご確認いただきたく、ここに提案した次第

でございます。 
　以上、本案について提案理由の説明を申し上げましたが、詳細につきましては農

政係長の方から説明させますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

 農 政 係 長 　（詳細説明するも省略） 

 議 長 事務局より提案理由の説明が終わりました。 
それでは、これから議案第４号の質疑を行います。 
質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 　質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、議案第４号を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 
 
日程第１１　議案第５号　農用地利用集積等促進計画を定めるべきことの要請に

ついてを議題とします。提案の理由を事務局より説明させます。 

 事 務 局 長 　議案第５号　農用地利用集積等促進計画を定めるべきことの要請について、提案

の理由及びその内容をご説明申し上げます。 
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項では、「農業委員会は、農

用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認めるときは、農



 用地利用集積等促進計画を定めるべきことを、農地中間管理機構に対し要請するこ

とができる。」とされております。 
本案は、売買による権利の移転３件、賃貸借による権利の設定４件による農用地

利用集積等促進計画書の作成要請でございますが、整理番号１は、茶内旭〇丁目〇

〇番地、〇〇〇〇氏所有地、対象地は西円朱別西〇〇線〇〇〇番〇、ほか〇〇筆、

面積〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡で、この土地を札幌市中央区北〇条西〇丁目〇番地

〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に売買による権利の移転、整理番号２は、浜中

東〇線〇〇番地〇〇〇氏所有地、対象地は浜中〇線〇〇〇番〇、ほか〇〇筆、面積

〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡で、この土地を〇〇〇〇〇〇〇に賃貸借による権利の設

定、整理番号３から５については、〇〇〇氏から借受けた土地を〇〇〇〇から借受

者の方々に貸付するものですが、整理番号３の対象地は、浜中〇線〇〇〇番〇、ほ

か〇筆、面積〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡で、この土地を浜中東〇線〇〇〇番地、〇〇〇

〇氏に賃貸借による権利の設定、整理番号４の対象地は浜中〇線〇〇〇番〇、ほか

〇筆、面積〇〇万〇〇．〇〇㎡で、この土地を熊牛東〇線〇〇番地、〇〇〇氏に賃

貸借による権利の設定、整理番号５の対象地は、浜中〇線〇〇〇番、ほか〇〇筆、

面積〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡で、この土地を熊牛〇線〇〇番地、〇〇〇氏に賃貸

借による権利の設定、整理番号６は、姉別〇丁目〇〇番地、〇〇〇氏所有地、対象

地は姉別北〇線〇〇番、ほか〇〇筆、面積〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡で、この土地を

〇〇〇〇〇〇〇に売買による権利の移転、整理番号７は、〇〇〇〇〇〇〇所有地、

対象地は姉別北〇線〇〇番、ほか〇〇筆、面積〇〇万〇，〇〇〇．〇〇㎡で、この土

地を〇〇〇〇氏に即売りタイプによる売買での権利の移転でございます。 
以上、それぞれ関係者の同意により、新たな権利を設定し、農用地利用集積等促

進計画を定めるべく、農地中間管理機構に要請しようとするものでありますが、詳

細につきましては前田主事より説明させますので、よろしくご審議くださるようお

願いいたします。 
　なお、本案については、議案関係資料の要件確認チェックリストのとおり、農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第１号から第４号のそれぞれの要

件を満たしておりますことを申し添えいたします。 

 前 田 主 事 　（詳細説明するも省略） 

 議 長 　事務局より提案理由の説明が終わりました。 
それでは、これから議案第５号の質疑を行います。 
整理番号１について質疑ありませんか。 
 
１番妹尾委員。 



 妹 尾 委 員 　所有権以外の権原の中で、地上権持っているのが町と開発局ですが、地図を見た

ところ何もなさそうなんですが、水道か何かが入っているのですか。 

 事 務 局 　登記簿によると管水路があるとのことです。町と開発も内容は同じです。

 妹 尾 委 員 　分かりました。

 議 長 　ほかにありませんか。 

 各 委 員 （質疑なしの声）

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、整理番号２について質疑を行います。 
質疑ありませんか。 
 
１番妹尾委員。 

 妹 尾 委 員 　今まで５年で賃貸借していたものを〇〇に一度貸して、〇〇から全て貸し付ける

けど、面積が合わないですが、〇〇これだけ借りないということですか。 

 事 務 局 　今まで借りていた場所は変わりません。面積の違いは〇〇〇〇に貸付するとなる

と、土地の面積の欄にありますとおり、うち面積で借入します。ですので議案２号

の時の合意解約通知のときは、うち面積ではなく全面積で契約を行っていて〇〇町

程の土地でありました、今回〇〇町のうち農地の部分だけを公社は借り受ける仕組

みになっておりますので、このように面積の差が出てきております。 

 妹 尾 委 員 　こんなに省かれるものなの。 

 事 務 局 　これだけ原野化されているところが区画の中にあると言うことだと思います。 

 妹 尾 委 員 　分かりました。 

 議 長 ほかにありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 　質疑なしと認めます。 
次に、整理番号３について質疑を行います。 



 　質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、整理番号４について質疑を行います。 
質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、整理番号５について質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、整理番号６について質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 　質疑なしと認めます。 
次に、整理番号７について質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、議案第５号を採決いたします。お諮りします。 
整理番号１は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 　異議なしと認めます。 
よって、整理番号１は　、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号２を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 



 
 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号２は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号３を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号３は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号４を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 　異議なしと認めます。 
よって、整理番号４は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号５を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号５は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号６を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号６は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号７を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 



 議 長 異議なしと認めます。 
よって、整理番号７は、原案のとおり可決されました。 
 
日程第１２　議案第６号　農業経営基盤強化促進事業による農用地買入協議につ

いてを議題とします。提案の理由を事務局より説明させます。 

 事務局長議長 　議案第６号　農業経営基盤強化促進事業による農用地買入協議について、提案の

理由及びその内容をご説明申し上げます。 
　農業経営基盤強化促進法第２２条第１項では、「農業委員会は、地域計画の区域内

の農用地所有者から、農用地の所有権移転についてあっせんを受けたい旨の申出が

あり、かつ、当該農用地を含む周辺地域における農用地の保有及び利用現況及び将

来の見通し等からみて、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利

用集積を図るため、農地中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるとき

は、市町村の長に対し、通知をするよう要請することができる。」とされております。 
　本案については１件の買入協議でございますが、整理番号１は、釧路市芦野〇丁

目〇番〇〇号、〇〇〇〇氏所有地に係るもので、令和〇年〇〇月〇日付けで所有権

移転の申出を受けておりましたが、調整委員により調整した結果、農地中間管理機

構による買入が必要と判断し、ここに町長に対し、農用地の買入協議に係る要請書

を提出しようとするものでございます。 
　以上、提案の理由及びその内容をご説明申し上げましたが、詳細につきましては

農政係長より説明いたしますので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

 農 政 係 長 　（詳細説明するも省略） 

 議 長 事務局より提案理由の説明が終わりました。 
　それでは、これから議案第６号の質疑を行います。 
質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、議案第６号を採決いたします。お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 （異議なしの声） 

 議 長 異議なしと認めます。 
よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 



  
日程第１３　議案第７号　令和８年度浜中町農業委員会予算の提出についてを議

題とします。提案の理由を事務局より説明させます。 

 事 務 局 長 議案第７号　令和８年度浜中町農業委員会予算の提出について、提案の理由及び

その内容をご説明申し上げます。 
　まず、令和８年度の予算総額は、歳入で前年度対比５万２千円増の８０７万７千

円、歳出で前年度対比１２４万３千円減の１，６０５万９千円でございます。 
次に、歳入、歳出それぞれについて説明いたします。 
まず、歳入１４款 使用料及び手数料の現況証明手数料は前年同額の６万７千円、

１６款 道支出金の農業委員会交付金は７２千円増の４７３万２千円、機構集積支援

事業補助は１３万１千円減の１４万円、農地利用最適化交付金は３２万４千円増の

２３７万３千円、２１款 諸収入、１節 雑入、農業者年金業務委託手数料は２１万

３千円減の７６万５千円でございます。 
次に、歳出の説明を事業名ごとにさせていただきます。 
５款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費の「農業委員会委員に要する経費」

の総額は、前年度対比１１５万７千円減の９３６万３千円。 
主な増減項目は、１節報酬、農業委員の改選による報酬の増額と、８節旅費の道

外先進地視察研修費用の旅費の減額でございます。 
次に、４ページ「農業者年金事務に要する経費」の総額は、前年度対比２万２千

円増の２１万４千円。 
主な増減項目は、事務消耗品の単価変更に係る増額。 
次に、５ページ「農業委員会事務局に要する経費」の総額は、前年度対比１０万

８千円減の６４８万２千円。 
主な増減項目は、１節報酬、会計年度任用職員に係る報酬額改定による増額、８

節旅費、道外先進地視察研修費用の減額、６ページ１０節需用費、事務消耗品の印

刷機マスター単価変更に係る増額、７ページ燃料費ですが公用車の入れ替えによる

ハイブリット車燃料代の減額、１７節備品購入費の公用車バックカメラの用ディス

プレイオーディオ購入による増額、１８節負担金、補助交付金の北海道農業会議拠

出金額の増額となってございます。 
以上、令和８年度浜中町農業委員会予算についてご説明申し上げましたが、概略

につきましては、農政係長より説明させますので、よろしくご審議くださるようお

願いいたします。 
なお、本案につきましては、１２月２２日開催の農政部会において、承認をいただ

き、ご提案させていただいておりますことを申し添えいたします。 

 農 政 係 長 　（詳細説明するも省略） 



 

 

 

 

 

 

 

 議 長 　事務局より提案理由の説明が終わりました。 
これから、議案第７号の質疑を行います。 
質疑ありませんか。 

 各 委 員 　（質疑なしの声） 

 議 長 　質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、議案第７号を採決いたします。お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 各 委 員 　（異議なしの声） 

 議 長　　異議なしと認めます。 
　よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 
 
日程第１４　次回総会日程についてを議題とします。事務局より提案させます。 

 事 務 局 長 次回総会について、１月３０日、金曜日、午前１０時００分からを提案します。 

 議 長 事務局より提案がありましたが、次回総会日程については、１月３０日、金曜日、

午前１０時００分からということでよろしいでしょうか。 

 各 委 員 （異議なしの声） 

 議 長 異議がないようなので、次回総会日程については、１月３０日、金曜日、午前１

０時００分からに決定いたしました。 
 
以上で、本総会に付議された案件は全部終了いたしました。 
これで、第３０回浜中町農業委員会総会を終了いたします。 
ご苦労さまでした。 



閉会時刻　午後０時０３分 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し相違なきことを証するため署名捺印する。 

 

 

 

 

 

浜中町農業委員会　　　　　　会長　　白　川　英　之 

 

 

浜中町農業委員会　　　　　　　１番　妹　尾　伸　二　 

 

 

浜中町農業委員会　　　　　　　２番　嵯　峨　弘　巳


